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   じぎょう 

 

 企業の持続的な発展のためには、後継者への円滑な事業承継が重要となります。 

この事業の引き継ぎは、どの企業にとってもいつかは訪れる大きな問題であり、その準備に“早すぎる”

ということは決してありません。 

本セミナーでは、円滑な事業承継を進めていくためのポイントや注意点、また事業承継税制についても解

説いたします。今後の自社のスムーズな事業承継に向けた準備に、是非ともこの機会をお役立て下さい。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『事業承継セミナー』（２月１４日開催）申込書 

稚 内 商 工 会 議 所  行き 

（ＦＡＸ：２２－３３００） 

 

事業所名                      

 

住  所                      

 

TEL（   ）     FAX（   ）       

 

個別相談会を、希望します。（希望する場合○を付けて下さい） 
 

ご記入いただいた情報は、本セミナーの運営管理以外の目的で使用いたしません。 

 
内  容 

・事業承継の現状と課題  ・事業承継の全体像と具体的な取り組み方 

・後継者にとっての事業承継とは  ・事業承継税制等について 

出 席 者 名 

 

受講料：無料 

 

役 職 名 

 

 

日  時 平成２９年２月１４日（火） １４時００分～１６時００分 

会  場 稚内商工会議所 ２階研修室 （稚内市中央２丁目４番８号） 

 

講  師  中小企業診断士・社会保険労務士 石坂
いしさか

 育
やす

仁
ひと

 氏（札幌市） 

（中小企業基盤整備機構北海道本部 事業承継コーディネーター） 

定  員 ３０名（定員になり次第締め切ります。） 

申込方法 下記申込書に必要事項を記入の上、ファックスにてお申込み下さい。 

平成２９年   月   日 

稚内商工会議所（TEL：0162-23-4400、FAX：0162-22-3300） お問合せ 

※セミナー終了後、17 時 00分まで個別相談会の時間を設けております。 


